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６．議事概要 

○冒頭、近藤委員長より、長計についてご意見を聴く会の趣旨の説明と、お招きした

兒島電気事業連合会副会長の紹介があった。 

○事務局より、配布資料の確認があった。 

 

【近藤委員長より開会の挨拶】 

（近藤委員長）それでは、第１０回の長計についてご意見を聴く会を開催させていただきま

す。 

 この会はご承知かと思いますけれども、現在の原子力長計が制定された環境と今日を比べ

ますと、いささか大きな変化があるところ、この原子力長計なるものを今後変えるべきか、

あるいは変えるとしてどんなことに重点を置いて検討して、新たなものとして策定するべき

かと、そういうことについて、まずは考え方を整理しておく必要があるということで、ご意

見を皆様から伺っているところでございます。今日はご紹介がありましたように、電気事業

連合会の兒島伊佐美副会長にお越しをいただいております。お忙しいところをお越しいただ

きましてありがとうございました。 

 兒島さんは昭和３５年に東北大学法学部をご卒業され、直ちに東京電力株式会社に入社さ

れて、企画畑でお仕事をされて、昭和５６年に企画部の副部長になられ６０年までそのお仕

事をされて、その後幾つかの支店の支店長を歴任されて、平成５年には理事になられ、平成

７年には取締役に就任され、平成９年には常務取締役立地環境本部長とあわせて福島地区の

担当、あるいは新潟地区担当ということでご活躍でございます。そして、平成１１年には副

社長に、平成１２年に電気事業連合会の副会長にご就任で今日に至っております。 

 電気事業連合会におきまして、原子力の守り神のように獅子奮迅の活躍をしておられると

ころですが、本日は先ほど申し上げましたような趣旨で、我々が原子力長計を新たなものを

策定するとすればどんなことを考えたらいいかなということを、表題には、「期待をするこ

と」とありますので、多くのご注文をいただけるのかなと楽しみにしております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

【兒島副会長のご意見】 

（兒島副会長）ご紹介賜りました電気事業連合会の兒島でございます。こちらは原子力部長

の武藤でございます。本日はこのような機会を与えて頂きまして、まことにありがたく御礼

を申し上げます。また、日ごろは私どもの事業に格別のご指導、ご支援を賜っておりますこ

とをまずもって厚く御礼を申し上げたいと存じます。 
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 今、委員長からお話がございましたとおり、原子力をめぐる情勢は大変大きな曲がり角に

来ておるかと存じます。そういう中で、これから編成される、あるいは意見を統合される原

子力長計というものは大変大きな、むしろオーバーに言えば歴史的な位置づけになろうと思

います。そういう中で、私どもは幾つかのファクターの中で、変化の中で、今我々の事業が

置かれているわけでありますが、今日はそれを全部体系的にきちっとまとめたというものに

ちょっとなってないのであります。幾つかの角度からの思いをまとめたのをお手元にござい

ますが、そんなのをお話し申し上げながら、今私どもが置かれている中での私どもの立場を

お話し申し上げたいと存じます。 

 一番最初に申し上げるのは、１の官民を取り巻く状況ということで、私どもの置かれてい

る状況の変化を見てみました。 

 それは民間の事業環境の変化ということでありますが、電力の自由化によりまして、今私

どもは、より市場を重視した経営のかじ切りをシフトしなければならない状況にあります。

それの大きな前提となりますものは、従来の総括原価制度から、まさにマーケットプライス

に状況が変わるということでありまして、そのようなものというのは、私どもの事業におい

ては大きな土台が変わるということになろうかと存じます。 

 ２番目が社会環境の変化でありますが、エネルギーの需給構造は変化して参りますでしょ

うけれども、電力の需要は、大きな増加ではないかもしれませんが、引き続き増加は持続す

るのではなかろうかと見ております。そういう中で、エネルギーセキュリティーの確保、ま

た地球環境問題の解決ということは非常に大事な要素であるというふうに考えます。そうい

う意味で、一番最後の行になりますが、公益的課題解決の必要性は依然として変わらない、

むしろ大きくそのウエートは高まってきているのではないかという状況認識を私どもも持っ

ております。１行の初めの電力の市場を重視した経営シフトと言いながらも、私どもが与え

られている公益的課題というものの解決にも私どもは全力を挙げて取り組まなければならな

いという、企業としての責任は十分に持っているつもりであります。 

 この途中にエネルギー基本計画において、原子力と原子燃料サイクルの推進を明示と言い

ますが、これは質がちょっと違うのでありますが、そういう中で基本計画においても原子力

という位置づけがここに明確にされているのではないでしょうかと、この基本計画の位置づ

けを少し書いてみたものであります。 

 それから、３番目が政府における特殊法人の改革でありますが、原研とサイクル機構が統

合されまして一本化されるわけであります。この法人は私どもの原子力の推進においては、

幾つかの面から支えてきてくれているものであると同時に、また我が国の原子力をリードす

る技術的なブレイクスルーをしながら原子力のリードをしてきた、またこれからしていく法

人であります。これが独立行政法人となって一つになるということは、これは要するに財政
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上の問題とか、スリム化というような幾つかの面からこれはなされるわけでありまして、大

きな変化をこの法人はこれからなし遂げていくことになるだろうと思います。そういう中で

ありますので、改めて我々が我が国の置かれている原子力の今後の進んでいくニーズ、ある

いはそれを先見的にとらえながら、この新法人は自分たちの取り組むテーマを選び、かつ優

先度を決めながら、効率的な研究開発をして頂かなければならないだろうと、そういうまた

チャンスでもあろうというふうに思うのであります。 

 公的部門の役割でありますが、これは公益的課題解決の重要性、役割分担、電力は依然と

して代替困難なエネルギーであって、電力の安定供給の重要性は変わらないわけであります。 

 一方、電力の経営環境の変化、特殊法人改革などの官民の、先ほど申した新法人の問題で

ありますが、改革などで官民の重なり合いが喪失する恐れがあるだろうと、これは双方にス

リム化というニーズが出てきていますから、今までは双方にある余裕分がのりしろ部分と言

ってはおかしいのでありますが、少し自分のテリトリーを幅広く、官の方も相乗りでもって

来ている部分があって、そこから漏れるようなことはなかったかもしれませんが、これから

それぞれがスリム化と財政逼迫の中での経営のかじをとりますと、ひょっとするとその間に

あるテーマが落ちるかもしれない、そういうあるいは連携の妙が崩れるかもしれないという

ことをこれからは注意していかなきゃならないだろうと、こういうふうに思います。 

 それから、公的部門に期待することでありますが、この新法人はこれからトップランナー

として世界をリードする研究機関として自分たちの研究を進めるのでありますが、あわせて

主導性、長期性、戦略性が必要でしょうということであります。 

 一方、我々の部分でありますが、我々としては民間の活力が発揮できて、他のエネルギー

源と競合可能という状況にならなければいけないかと思いますが、そういう意味では他のエ

ネルギー源とのイコールフィッティングや海外並みの合理的な規制など、ルールづくりも期

待を申し上げたい。これは当然私どもがなすべきことをきちんとやり、その成果の中でご当

局と一緒に改めて合理化された規制に移っていくという、そういう前向きの取り組みを私ど

もはいたしますが、当局におかれてもぜひそのようにお取り組み頂きたい、ご期待申し上げ

たいと、こういうことであります。 

 ３番目が具体的な課題でありますが、幾つか○が書いてございます。一番最初には基幹電

源としての原子力を支える仕組みであります。これからは新規の原子力発電所の建設が困難

かつ、少しずつ難しくなっていくだろうと、これは全部一律に言えることではありませんが、

企業によってはそういうことになるし、企業によっては乗り切って、新規電源をつくる力の

あるところもあるかもしれません。それぞれが自由競争の中での経営の選択という形になろ

うかと思いますが、しかし一方国としては原子力を有意な量を維持していくということが大

事だろうと思います。先ほどの公益的課題の中でも申し上げましたが、そういう面から見た
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ときは原子力というものはある一定の量を維持しなければならないだろうと、そういう戦略

的な意思が重要であり、これは国家として要するにそういう意思を明確に表明して頂きたい

と、感ずるところであります。 

 そういう量を維持していくために、当面非常に大事に思いますのは、軽水炉をより有効に

活用できることでありまして、括弧内でございますが、海外の事例のように定期検査の柔軟

化、あるいは長期運転サイクル、定格出力の増強、あるいは民間規格活用を含めた安全基準

の合理的な適用等に私どもは期待を申し上げ、努力し、そのような方向に力を合わせて進ん

でいきたいと思います。国にはそのための支援や合理的安全規制などの枠組みをお願いする

と同時に、例えば材料照射試験炉といった基礎基盤研究のインフラ等の整備をお願い申し上

げたいと、こんなふうに思うところであります。 

 ２番目が原子燃料サイクル事業を支える仕組みであります。これまで原子燃料サイクル事

業は、国家の長期戦略のもとに我々民間は六ヶ所の再処理やリサイクル燃料の中間貯蔵など

を着実にというと多少先般のプールの問題等あったこともありますが、一生懸命やってきた

つもりでありますし、今後もやるつもりであります。国は従来どおり高速増殖炉と関連する

サイクルや基礎基盤となる研究開発のご期待を申し上げたいところであります。 

 サイクル事業を着実に進めるために、その他に濃縮、ガラス固化、ＭＯＸ燃料加工などの

分野への継続的な技術支援とともに、研究施設、これはホット試験施設などでありますが、

そういうインフラや合理的な安全規制、事業別規制の改善等でありますが、それらの枠組み

整備を国にご期待申し上げたいと思う次第であります。言ってみれば、ぜひ六ヶ所等々の新

しいサイクルの技術に対してサポートをできる体制をお願い申し上げたいということであり

ます。 

 ３番目が放射性廃棄物処分事業を支える仕組みでありますが、我が国にとって、あるいは

国民にとって最大の関心事でありますのは、この放射性廃棄物の処分事業であります。これ

は事業期間が非常に長期にわたることから、市場メカニズムに、あるいは市場になじみにく

い性格のものであろうかと存じます。そのために一つの仕組みをつくって頂いておりますが、

こういう中で合理的な安全規制、合理的な放射性廃棄物の取り扱い方策、これは括弧内にご

ざいますが、国際水準をにらんだ低レベル廃棄物の埋設基準、放射性物質として扱う必要の

ない、要するにクリアランスレベルの設定、超ウラン元素廃棄物の高レベル廃棄物との併置

処分、海外再処理に伴う廃棄物の返還方法等ということが考えられますが、それらの項目に

ついて、その取り扱いを定めるというか、改革や合理化をしていくと同時に、研究開発での

新法人との連携、それから国全体を見て合理的な仕組みというものがこの廃棄物処分の中で

構築していくことが必要であろうと、考えるところであります。 

 それから、次が技術移転のあり方です。先ほどちょっと触れましたが、六ヶ所での経験と
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いうのは、これまでの経験においても感ずるところでありますが、従来のような、単純なバ

トンタッチ方式には限界があります。東海再処理の開発された技術をスイッチして六ヶ所へ

移し、これで縁は切れたと申しましょうか、サポートは必要ないんじゃないかというような

バトンタッチして終わるというのには限界があるということを幾つか感ずる状況にありまし

た。民間事業と国との研究開発とを平行して行って、研究開発から民間事業へ人材を含めた

技術移転と技術移転後のフォローが重要、このフォローを幾つかの面でお願い申し上げたい

という部分がございまして、東海の技術研究施設体制のあり方について、これまたひとつご

高配を賜りたいという部分がございます。 

 それから、このページの下が人材育成・技術基盤の維持向上であります。かつては研究所、

大学などが産業界での人材の供給源でありました。大学や研究開発機関も含めた協力、役割

分担が必要でありますが、現場第一線の技術力の維持向上の観点からも、実践教育も必要で

あると、こういうことを痛感する最近であります。あるいはこの部分が将来のことを考えま

すと、非常に大きなウエートを占めるものではなかろうかなと、こんなふうに思います。 

 これは私どもも痛感いたしますが、お国その他関係機関においてもお感じになっておられ

ることと思いますので、この辺は私どももお手伝いさせて頂きながら、一緒に人材協力はし

ていかなければならないと、こんなふうに思う次第であります。 

 それから、３ページ目は国民相互理解と合意の形成でありますが、これも大変大きな重要

なテーマ、むしろこれが一番大きいかもしれないというぐらいの位置づけになろうかと思い

ますが、原子力を円滑に進める上で国民との双方向のコミュニケーションが大変重要である。

このためには、情報公開を全力で進めるとともに、もう一方ではエネルギー教育、他方では

少し足りなくなっているであろう放射線教育というものも、やっていく必要があるだろうと

考えます。 

 国民的合意形成のプロセスでは、国が原子力の必要性を明確に示すとともに、この部分を

お願い申し上げたいのは、今国が置かれている状況の中から、エネルギーセキュリティーや

環境問題等から、この原子炉がどういうふうに絡んで、どういう役割を果たしているんだと

いうことを明確に説明し、これを進めなきゃならんのだというところまできちんと明確に示

して頂くことが必要ではなかろうかという意味合いでございます。それとあわせて、私ども

は事業者として説明責任を果たしていくことが必要だということはわかっているつもりであ

ります。また、別の角度から見たときに、国の許認可、発電所運営等での自治体会議のあり

方もこれから課題になっていくだろうと、こういうふうに思います。 

 それから、最後のポツは立地地域発展の観点から、国、地域と事業者の協力・分担のあり

方、新しい関係も課題と書きましたが、この部分が私どもとしてはまだ明確にイメージが描

けておりません。新しい関係を模索すると言った方がいいかもしれませんが、模索では情け
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ないものですから、新しい関係も課題だと、いうふうに書いたのでありますが、地元の自治

体と私どもの事業者とどういうようなコミュニティ、関係と言いましょうか、相互信頼と情

報公開とそれぞれの立場のところから、こういう事業を支えていく体制というものはどうい

うものなんだろうかと、こういうことを私どもは積極的に求めながら構築をしていくことが

必要であろうと、こういうふうに考えます。 

 次は少し別な角度になる３点でありますが、１つは外部性の評価ということでありますが、

これからの原子力というものが先ほど来の社会的な、広域的なニーズ、あるいは僕らが日々

接触する接点では、化石燃料のバーゲニングパワーとして非常に大きな役割を果たしている

のであります。原子力をこれだけ持っているということが油や天然ガスの価格交渉、それか

ら産出国との交渉において大変大きな力を発揮しているということが我々の燃料関係の担当

者から聞く声でありまして、そういうようなことも一つの大きな役割を外部の中で我が国が

果たしていると思います。それから、もちろん地球温暖化に対しても原子力は果たしている

と思いますが、このようなものをどのように定量的に一つの方程式の中に入れ込むかという

のは極めて難しいことかもしれませんが、この概念をどうまとめていくかということは今後

の課題であろうなというふうに思うわけであります。 

 それから、次の核不拡散の観点からの対応も重要であろうと思います。 

 それから、テロ対策でありますが、国民の不安を生じないよう、原子力関連施設における

テロ対策も一つの大事な要素であろうというふうに考えます。 

 最後ですが、エネルギー問題は国民生活の根幹をなす重要な課題でありまして、原子力の

必要性について国民全体で優先して議論することが必要です。これは国民自身の理解度、エ

ネルギー自給率がどの程度であって、どういう原子力の位置づけであるかということの理解

を高めていかなきゃならないのでありますが、これは大人の教育もありますが、次世代の子

供たちに対する教育も極めて重要でありまして、そういうものの積み重ねの中に、次世代に

おける議論が国民全体としてレベルが共通の中で議論ができる状態が今後必要になろうかと

思います。そういう中で非常に極めて優先度の高いテーマとして国民全体で議論ができる状

態をつくり上げていくことが大事だろうというふうに思います。そのためには、国民的合意

形成において、専門家と市民の間の情報共有がますます重要になろうと思います。 

 しかし、これは一般を含めた議論の中で、おのずから答えが終結するかどうかというのは

極めて疑問と思うものでありまして、最終的には専門家が責任とリーダーシップを持って判

断すべきものではなかろうかなと。しかし、それは押しつけではありませんで、十分議論を

した中で共通の下地ができておりますれば、最終的な専門家と責任者がリーダーシップを持

ってリードしたことが納得のいく着地をすることになるわけでありまして、そのような状態

が今後必要になるのではなかろうかと、こんなふうに思います。 
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 幾つか勝手なことを申し上げましたけれども、原子力委員会の今後の取り組みに大いにご

期待を申し上げ、かつまたお手伝いをさせていただくことをお約束しながら、プレゼンテー

ションといたします。ありがとうございました。 

 

 

【兒島副会長との質疑応答】 

（町委員）私は幾つか感想というか、お聞きしたいこともあります。最初のページの公益的

課題解決の必要性が変わらずという、電力は自由化されたものの公益的な責任は依然として

重視しておられるというのは、私としては正しいことだと思います。だからこそ、統合新法

人はできるだけ役に立つ研究をやって、結果を事業者にも使って頂けるようにしないといけ

ないと思います。そういう意味で今後ぜひ統合法人など、国の研究機関と民間との連携を強

めていく必要があるんじゃないかと考えます。 

 例えば、何をテーマとして取り上げるべきかを、民間からニーズをぶつけてもらって、研

究をする側もそれを受けとめるといった、双方向の交流が今まで比較的少なく、今後その辺

を両方で改善する必要があるんじゃないか。場合によっては、例えば人材の交流も本当は必

要じゃないかなと私はかつて研究機関にいた者として、そう感じています。 

 それから、戦略的意思が重要というのは全くそのとおりで、例のエネルギー基本計画には

書かれているわけですけれども、そういう意味での国の戦略を明らかにしていく必要がある

と私も思っているところです。 

 それで、一つお聞きしたいのですが。自治体との関係で先ほどいろいろ難しい、つまり新

しいことを模索しているというか、新しい関係が課題というふうに２ページ目に書いてござ

いますね。この辺をぜひもうちょっと具体的にお聞きできると有難いのです。つまり、今度

いわゆる補助金といいますか、地方交付金もかなり融通が効くように使えるようになったこ

ともありますし、地域振興、特に単に補助金ということで何か体育館をつくれとかというこ

とじゃなくて、実際に地域の産業や技術などを育てていくようなことにできるだけ電力の経

験とか、あるいはメーカーの経験とかを生かしてもらってやっていくというのが非常に大事

だと思うんですね。 

 それから、もう一つは東北電力とか北海道電力とか、地元の電力というのは多分地元の

方々をたくさん雇用して、そういう方が実際に電力の特に原子力発電の経営というものにも

次第に関与していくようになってきて、地元の事業であるというふうに多分感じつつあると

いう話もちょっと聞いています。これが例えば東京電力とか関西電力ですと、本社が東京に

あるということで、地元の人がこれは自分のものじゃないという意識があるんじゃないか、

またその辺を地元の人が、これは自分たちの事業だと思えるような持っていき方というのが
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ないものかというのを時々感じているんですけれども、その辺をちょっとお教え頂きたいの

です。 

（兒島副会長）一番最初の研究所のこと、あるいはこれからの新法人のことでありますが、

今の町先生のご意見に全く同感であります。かねがねそのようなことを私どもも考えており

まして、お話のように、従来我々事業者とサイクル機構との方はある程度の連絡があるんで

すが、日本原子力研究所の方とは連携が必ずしもよくはなかったというふうに聞いておりま

すし、感じてもおります。これからそんな時間的余裕も財政的な余裕もございませんし、先

ほど申し上げた通りそれぞれが財政逼迫の中スリム化しますから、双方がよく話し合って、

双方共通のテーマを絞り込んで、優先度を決めた上で研究開発をして頂く、そういう中で私

どもの役割分担を果たす。それがつながっていって、将来開発されたものを私どもが採用で

きる状態に持っていかなければ、何のための研究開発かわかりませんものですから、これが

非常に痛感するところであります。この大事な要素かと思って、これから努めてまいりたい

と、こんなふうに思うところであります。 

 それから、戦略的意思の表明でありますが、これは今回の要するに今経済産業省の需給部

会でもやっておりますが、２０３０年を見通したときのエネルギー戦略として、原子力の位

置づけが明確に非常に大事な要素というふうに私どもは思っておりますが、原子力というも

のが先ほども申しましたように、ベースにある程度の一定の確保、自給率という面では  

１６％あるわけでありますが、水力と合わせて２０％のうち１６％と、こういうものがベー

スにあったときに初めて、いわゆる戦略的な化石燃料に対する世界戦略が成り立つんだろう

なと、こういうふうに思うわけでありまして、そういう意味で原子力というのはそういう位

置づけにあるということも一つの大きな我が国におけるエネルギー戦略上の絵で申し上げま

すし、それをもとにした化石燃料対策も一つの戦略の絵でもありますし、これから高齢化社

会と核家族化の中でのエネルギーというものを考えたときに、そういうものをきちっと国全

体としての絵を示すべきであって、示さなければならないということかと思います。 

 自治体との関係でありますが、これはまさに新しい関係という言葉しか僕らはこれをまと

めているときに思いつかなかった。もう少し良い言葉があればよろしいかなと思うんであり

ますが、今各地点でもって試みられているのは、協議会や懇談会等々があって、それで地元

の方や有識者の方、そして一般の方と我々との間でもって一つのテーブルを囲みながら情報

公開のもとにありようを討議しながらいくという仕組みが今つくられている。今回の残念な

がらの不祥事の後、それを東京電力も求めているわけであります。 

 それから、私ども一つの例として言うのは、フランスのラ・アーグ周辺の地域社会とコジ

ェマとの関係が極めてうまくいっているというふうにも聞いております。そこには相互信頼

ができて、情報公開が整いますれば、この程度のものだったら発電所をとめなくてもいいん



－9－ 

だよとか、これはやっぱりうまくないのでとめてよとか、これは少し倫理観が欠如している

んじゃないですかというようなもの等、幾つかの仕分けが可能になるのでありまして、それ

がお互いに相互信頼の中でできるようになる地元との関係にならねばならない、そういう意

味で新しい関係というふうに申し上げたわけであります。 

 ただ、地域振興のあり方は、これはなかなか難しくて、ポスト原子力にまた原子力かとい

うお話もございますが、原子力とそのほかの産業の併存というのがなかなかそう簡単ではな

いかなと思います。青森でも企業誘致をして、こちらから幾つかの企業を向こうへご案内を

いたしました。全部がうまくいっているというわけでもございません。それから、新潟の柏

崎刈羽は昔からあれは新潟鉄鋼の石油の開発をしていた場所でありまして、ある程度の産業

が基盤として残っておりました。したがって、そのメンテナンスの材料や加工等、残ってい

る技術や人間を最優先して使っていこうと、協力してもらおうという形を東京電力ではとり

ました。したがって、他の地点よりは地元雇用、地元技術の採用は柏崎刈羽はパーセンテー

ジは大きいのでありますが、それによって地場産業が成長していくというほどに大きなイン

パクトを与えるところまではいっていないというのが現状でもあります。 

 特に東電の浜通りの方はもうちょっと厳しいです。これはもともとそういう産業の基盤が

全くない、林業と農業、漁業の町でありますものですから、なかなか地場産業を持ってきて

云々というのは、子供の教育の問題もあり、なかなかそこが難しいのであります。しかし、

求めるところはおっしゃったとおりでありますので、これからも求めていかなければならな

い。 

 ただ、地域振興との今後のあり方は僕は町村合併等々を進めていってもらいたいと、ちょ

っとこれは言っていいことかどうなのかよくわからないんですが、その辺のところも一緒に

進めていって、ただそういったときの交付金の配分の仕方がどうなるかというのは大きな当

面の意向としてはあるのでありますが、全体としては地域社会と我々との共存の中にはそう

いうこともあって、お金のかからない地域社会に対して我々はそうなれば有効な支援ができ

るわけでありますので、そんな状態が好ましいのかなと、こんな感じが致しております。お

答えになりますかどうかわかりませんが、そんな感じを私どもは持っているところでござい

ます。 

（木元委員）おっしゃることでうなずきながら考えていましたけれども、今、町委員がおっ

しゃったことにもう少し加えてお聞きしたいのは、１ページ目にあります、法人統合などで

官民の重なり合いが喪失する恐れがあるということをおっしゃいましたよね。例えばこうい

うことで喪失する恐れがあるという、具体例がありますか。これが１つ。 

 それから、公的部門に期待するとのところで、海外並みの合理的な規制などのルールづく

りも期待というのは、それはその次ページにある具体的な課題で、基幹電源としての原子力
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を支える仕組みの真ん中辺にある、「海外で行われているような」以降に書かれていること

がそういうことを意味していらっしゃるのかということが１つ。 

 それから、もう一つちょっとこれは厳しい質問になるかもしれませんが、３ページ目の国

民との相互理解の合意形成、これは兒島さんもとても重要なことだとおっしゃいました。私

もそのとおりだと思っているんですが、これの２ポツ目にあるんですが、国民的合意形成の

プロセスでは、国が原子力の必要性を明確に示すとともに、事業者と国が説明責任を果たす

ことが必要、というのはわかります。それから、国の許認可、発電所運営等での自治体関与

のあり方も課題と、割合具体的にお書きになっているんですが、それが先程言われたラ・ア

ーグのことなのかどうなのか。発電所の運営に自治体が関与するということ、ビジョンをつ

くるときに地元も入って形成するということは必要だと、これは前からの私の持論なんです

けれども、そういう意味で自分のところの原子力は資源なんだ、それをうまく運営していく

んだよという観点が欠けているような気がしたので、おっしゃったことがそういう意識を加

味していく自治体関与のあり方という意味にとってもいいのかどうなのか。 

 それから、もう一つその次のポツに書いてある立地地域発展の観点から、国、地域と事業

者の協力・分担のあり方、新しい関係も課題とおっしゃいました。当面の問題としてプルサ

ーマルの導入の話がありますよね。そうすると、刈羽で住民投票があって、装荷することは

ノーだという結論が出た。それから、福島県では知事が導入はノーだとおっしゃっている。

そういうことに関しては、地元自治体とのいい関係をつくっていくという意味の中で、例え

ばプルサーマル導入の話にしても、自治体と知事を含めて話し合っていく、そのことで解決

を見出そうとしていらっしゃるのか。ちょっと考えてみると、国、それから地域と事業者の

協力という場合、この中に国が何らかの関与を示してほしいというような意味がおありにな

るのかどうなのか、その辺がちょっとよくわからない。私自身は原子力と共生するという広

い意味では、日本全国が共生していると言えますけれども、直接的には地元が一番共生して

いるわけです。ですから、その運営のビジョンを地元も持って、その中でプルサーマルがあ

りやなしやということが論議できる状態でうまくいくことなのか、それとも原子力が基幹電

源としてその中にプルサーマルが含まれるのであれば、そこに何らかの国の関与なりが求め

られるものなのかどうなのか、その辺感触だけでもいいんですが、お聞かせ願えればと思い

ます。ありがとうございました。 

（武藤部長）のりしろの部分で、具体的な事例ということですけれども、いろいろなものが

思いつくわけですが、特に研究開発機関でいろいろこれからおやりになることで、うんと大

ざっぱに仕分けをするとすれば、シーズを掘り起こすような基礎基盤の研究をやってみて、

何かうまくいくようなものもあれば、だめだということもわかるということで価値を生み出

すようなものもあるだろうし、余り最後の応用ということとは違う次元で進められるものが
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当然あるんだろうと思います。 

 それと、もう一つ我々として期待をしたいと思っているのは、エンジニアリングといいま

すか、課題解決型といいますか、何か我々がぶつかっていく、事業を進める上でぶつかるで

あろう問題について、それを解決して答えを返して頂けるような、何かそういうような役割

というのも研究所というのはあるんだと思うんです。その前者の方がこれは研究者に最後返

ってくるような話ですから、これは何か進んでいくのかなという気がいたしますけれども、

特に後者の方の何か課題を返していただくと、きちんと答えを出して頂くということについ

て、全体の財政がどんどん厳しくなっていく中で、本当に我々がニーズを出したときにそれ

に答えて頂けるようなインフラといいますか、人材も含めて準備を維持して頂けるのかどう

かというところが非常に気になるということでございます。 

 例えば、例でこれだけということではもちろんないんですけれども、例えば材料試験炉み

たいなもの、これは例えば民間で維持するということはとてもできませんから、国としてイ

ンフライズしていただくということが必要でしょうし、あるいはそれに付随してホットラボ

みたいなものも当然欲しいというふうに思いますし、あるいは我々は再処理事業でプルトニ

ウムを扱うわけですけれども、プルトニウムという物質を扱った研究開発は民間ではとても

できませんから、プルトニウムを扱える研究施設も当然国としてどこかに必要だという気が

致しますし、それから材料について、特に照射環境下についての研究であるとか、あるいは

もうちょっと大きいくくりで言えば、ＦＢＲシステムの開発みたいな、我々がこれからサイ

クルも含めて民間として事業をやっていくときに、民間の間尺ではとても維持ができないよ

うな部分については、役割分担しながら、必要なときに我々がお願いができるようなインフ

ラを維持していただくということが国全体として原子力を進める上で必要なのではないのか

な、そんな気持ちでもってこれはやってございます。 

 それから、規制のところはおっしゃるとおり、いろいろこれも我々として期待といいます

か、希望をするところがあるわけですが、冒頭の話が出ましたように、自由化環境の中で原

子力を進めていくということを考えるときに、もちろん戦略的意図を持ってきちんとその政

策は安定して、非常に時間のかかる事業ですから、余り政策の安定性ということは非常に重

要だと思いますし、戦略的意図を持つということが大事なわけですけれども、その中で民間

として事業を進めていくということを考えますと、全体として合理的なやり方、経済合理性

のあるものに原子力がなっていかないとなかなか難しいというところがあると思うわけでし

て、そこはもちろん安全第一ということで考えるわけですけれども、それを大前提にした上

で、科学的、合理的な運営の仕方ができる部分については、これは世界で軽水炉はたくさん

動いているわけで、そういったようなところも参考にしながら、できるものはぜひ取り入れ

ていくということが大事なんではないかなということで、具体的な事例としましては、２ペ
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ージの上のところにございますものが我々の頭の中にございます。 

（兒島副会長）３番目の課題でありますが、これはこの場面に当事者として出てくるのは国、

地域、事業者とありますが、これは地域の中は県と地元というふうに分けた方がよろしいか

なと思いますが、その４つが大体１つの舞台に乗って絡んでくるのかなと思います。 

 国の許認可、発電所運営等の自治体の関与のあり方、これは今当面押しております安全協

定に基づく形で、発電所が安全という国のお墨つきがあってもなかなか立ち上がれないとい

うのは、安心の問題があるからだろうと思うのでありますが、この辺の絡んでくる要素を分

けて、安全は国の確認ということであり、安心はむしろそれをベースにした我々事業者と地

域社会との関係が大きな要素を占めるとも思います。それから、情報公開をきちんと行って、

最大漏らさず見える形、透明感が必要でありまして、そういう中で僕は安心というものがで

きたときに一つの関係ができ上がってくると思うのであります。 

 今、発電所の立地、あるいはプルサーマルの推進というのは、エネルギー政策全体の話で

ありますから、国家的レベルでの説明が必要であって、そのご理解を得るという作業は国も

我々もしなければいけないのでありますが、そういうふうにして役割分担があるのだと思い

ます。 

 いずれにしても、県当局と地元とのそれぞれ役割分担というのでしょうか、立場が違いま

すものですから、県のご主張と地元とのご主張は違うところが大変大きゅうございます。県

ご当局の場合には、多分に安全のところが重要であり、地元のところは安心が大事なのだろ

うと思います。そこに情報公開、信頼関係と、こういうことになって、ともにお互いの望む

ところであり辛いところと申しましょうか、悩むところが共有化されたときに、きちっとし

た信頼関係ができて、新しい関係というのはそういう関係かなと思いながらいるところであ

りまして、そこは今一生懸命求めていきながら、試行錯誤しながら、双方がある一つの形に

成長してくるプロセスに今あるのではなかろうかと、こんなふうに考えているところであり

ます。 

（近藤委員長）ワーディングの問題なんです。この「また」から始まる「国の許認可、発電

所運営等での自治体関与のあり方も課題」と書いてあるところの発電所の運営だけを取り上

げて、これに対する自治体関与のあり方ということについて、それが何を具体的にイメージ

し、問題意識として何をお持ちで課題と書いておられるのか。今のお話は事業者が自らの財

産を運営するのに、安心というつながりで生き長らえるための自治体との関係について課題

があると言っておられると思ったのだけれども。木元委員はもう少し違う意味で問題提起し

たと思うんです。具体的に発電所というものの運営という言葉が持つマネジメントにも自治

体が関与するということも射程距離に入れて、資料に表現をされているのかということをご

質問されたのかと思うんですが。 
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（兒島副会長）一番最後の点については、必ずしもそうではないんじゃないかと思っていま

す。その発電所の運営について、第三セクターのような話が出ることがありますが、必ずし

も僕は地元が第三セクターまで望んでいるとは思えません。ただ、もう少しマネジメントが

外部に見える形でということや、あるいは現場サイドでの幾つかの所作について、地元の人

が入って、要求が出たりする部分はあろうかと、思っております。 

（近藤委員長）それは外部評価的ですね。地元社会がそういった関与をすることがあっても

いいのかなと思っている、ということですか。 

（兒島副会長）例えば、シュラウドのクラックが入っている件について、これは国の機関は

安全だと言いますが、それでも安心が得られないというのは、日ごろの積み重ねが悪いわけ

でありまして、どうしてもそこに情報を隠していたとか、すぐ出なかったとか、何か透明感

がないというところが多分安心感に結びつかないために、国が安全ですよと言っても、ちょ

っとオーケーを出すには躊躇してしまうという点があります。この部分は僕らの努力で解決

し得る領域だと思っておりまして、それを超えて、今度は経営者のマネジメントのところま

で人が入ってというところまでは、僕は地元や県当局も必ずしも望んでないんじゃないかと

いうふうに思っています。 

（木元委員）県当局が望んでなくても、例えば私も海外の発電所を若干見ているんですけれ

ども、その場合に原子力発電所の運営というと経営とはまた違うんですよね。この発電所は

自分たちにとってどうあったらいいか、それは運営のビジョンとかマネジメントという意味

なんですね。例えば、発電所が日本で言うプルサーマルを導入するという経営方針がある。

その運営に関して、さっきおっしゃったようなこれは安全であるとか、こうこうとやってま

すという情報公開をやる。そのときの話し合いの中で、自分たちのビジョンとして、あるい

はマネジメントのあり方としてプルサーマル、ＭＯＸの導入というのはあり得ますねと、地

元がダイレクトに関与してこれを早くやってくださいよということが出ることだってあり得

ますね。そういう意味での関与の仕方ということなのですけれども、そこまでは考えていら

っしゃらない。 

 ただ、今地元に行けばプルサーマルを導入して欲しいという声が浜通りにありますよね。

そういうものは運営の中に含まれることだろうと私は解釈しているわけです。自分たちのそ

ばにあるもの、自分たちと共生しているものという考え方で、迷惑施設という感覚ではなく

て、これは資源であり、資産であり、問題があるかもしれないが、自分たちと共生している

ものとして、相互に支えよう、あるいは育てようという感覚が運営の中に入ってくるだろう

と思うんです。その視点をどういうふうに組み込んでいくのかなということを伺いたいなと

思ったんですね。 

（兒島副会長）プルサーマルが必要であるということは、国家的な戦略として出てきて、そ
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して地元は必要であり、我々は協力しますので、やって頂いて結構ですよというスタンスだ

ろうと思います。しかしそのときに、ただ電力会社よ、こういうことはきちっと言ってよね

とか、こういうことはきちんと守ってよねとか、やる前にはこういう何かしてよねとか、

我々はここはそうしましょうとかいうことが、きっと運営での双方の歯車がかみ合う部分な

んだろうと思うんですね。こういうのは絶対必要だと思います。こういう関係がお互いにで

きていって、円滑に進められるんだろうなという感じがいたします。 

（近藤委員長）問題が明らかになりましたね。 

 それでは、４つ目の質問、たしか地域と事業者の協力の新しい関係について、具体的に何

をお考えですか。模索中の模索の中身をもう少しというのが木元さんの最後の質問ですから。 

（兒島副会長） どういうふうに表現していいか、ちょっとよくわからないのでありますが、

今のような話のトータルされた状態をいうんです。 

（近藤委員長）例えば、福島県は例の検討会で立地にかかわる経済効果等々について分析し

た結果を出されていますね。あれは県のスタディだと思うんですけれども、そういうものを

見てそこに新しい関係が生まれているという評価はないのかなという思想を持ったのですけ

れど、ここは、何をお考えで課題と書いてあるか、それも全部原子力委員会を考えろという

意味で書かれているのかどうかなんですけれども。 

（兒島副会長）これは原子力委員会に考えろというよりも、むしろ我々がつくるものだとい

うふうに思っています。地元との、特に浜通りなら浜通りとの関係においては、場合によっ

てご指導とご支援を賜ることは当然あるのでありますが、これは我々がつくっていくもので

ある。一番大事なことは情報公開だと思います。日ごろの情報公開がきちんといった後に、

透明感が出てきて、その後相互信頼が出きて、相互信頼ができたときに、先ほど先生がおっ

しゃっている運営のところのテーブルについて、お互いにいい対話と協力関係ができ上がっ

てくるのだろうと思うんですね。 

（近藤委員長）立地地域発展の観点からとありますが、情報公開というのは発展以前に存立

の基盤の問題ですので、必須なんだけれども、立地地域発展の観点からの新しい関係も課題

とお書きになっている。これは要すれば電気事業者の決意表明で、自分たちはこれからこれ

を課題として一生懸命やりますということをお書きになっているのか、委員会に何かこうい

うことを考えてくれということが頭にあるのか。多分木元委員の質問はそういうことだと思

うんですけれども。 

（兒島副会長）ちょっとこれは両方混ざっており、その辺は整理がうまく付いていません。 

 前の方は立地地域の発展というのは、原子力を中心にして発展してきている地域社会をこ

れからどうしていくかということで、それにおける事業者との協力のあり方を言っておりま

す。最後のカンマから後ろはもう少し別の観点で、日常の業務運営の中で一遍とまったらな
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かなか立ち上がれないなんてこと、あるいは些細なことではとめるなんてことなくいけると

いうような状態を考えておりまして、ちょっとこれは行を変えて言わなきゃいけないところ

を一つにいたしました。 

（齋藤代理）ちょっと何点かお聞きしたいと思いますが、最初に若干誤解があるんじゃない

かと思うんですけれども、町委員からのご質問に対して、サイクル機構とは緊密であったけ

れども、原研とは関係が薄かったと、こういうお話でありましたが、歴史的に精微に追っか

けて頂きたい。今日の軽水炉の基盤をつくられたのには、例えば、ＪＰＤＲで約３００人の

電力の方々がいろいろと学ばれたことも相当貢献していると私は理解しておりますし、先ほ

ど武藤部長の方からございました材料試験炉で今ＩＡＳＣＣの実験をやっている、そういう

意味合いでもお手伝いしているわけでありますし、また実用燃料試験炉で実寸大の燃料照射

後試験もやっているとか、そして、いろいろな意味合いで、サイクル機構ができたというこ

とで役割分担もありということで、近年は安全性研究や事故対策等、それ相応のことは原研

としてもやってきていることはご理解頂きたい。 

 そして、もう一つの観点は、２法人統合でも相当課題になったわけでありますが、安全審

査、安全規制への支援という原研の役割は、半ば中立的な立場でこれをやらざるを得ない話

であって、そういう意味合いで電力さんの言うとおりべったりというのは、これはまた安全

規制の意味合いからして透明性、中立性を欠く問題となります。しかし、日本原子力研究所

は、トータルに見て原子力の正しく進むべき道にご協力してきているはずであると私はそう

認識しておりますので、そこはひとつご了解いただきたいと思います。 

 それで、質問したいところは何点かあるんですが、何カ所かに安全規制の合理的な運用と

か、いろいろな要望が出てまいります。私の感じからいたしますと、こういう意識をお持ち

であられるとしたら、むしろ安全委員会とか、原子力保安院の方と率直に対案を持ってご議

論をされるという機会があってしかるべきであろうと思うんですね。そういうことがもしで

きないとしたら、何か問題があるのかどうか、ある意味では規制する側と規制される側かも

しれませんけれども、正論であればそれは規制される側であろうと立派に胸を張っておっし

ゃるべき話であろうという感じが何点かに出てきまして、私はそういう印象を一つ受けたわ

けであります。 

 それから、２ページの高速増殖炉と関連サイクルというようなことで書いてありますが、

これは国が進めることを期待するというようなお話でございますけれども、具体的に今どう

いうイメージというか、スケジュールというか、ロードマップといいますか、そういうもの

をお持ちでありますか。要するにこれをいつまでにものにしなければいけないか、それでそ

の中でどういうふうに民間としてはコミットしていこうかというような具体的な構想とか、

そういうものをお持ちであったらお聞かせ頂きたいというところが一つあります。 
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 次に、技術移転のあり方で再処理の話が書いてございますが、これもよく聞く話なんです

けれども、具体的にどういうところを本当に心配になっているのか。当然六ヶ所の工場が動

く際は、そう簡単にスムーズいかなくて、いろいろなトラブルに遭うだろうということは想

像されますけれども、そういう中で事業者として本当にどういうところが解決できないと心

配になっているのかというのが余り明確には伝わってこないんです。例えば材料の問題一つ

にしても先ほどの話じゃないですが、原研としても相当それなりのことをやっておりますか

ら、ご相談があれば幾らでも対応できる話じゃないかと思います。 

 四番目に、これは単なるコメントですけれども、人材育成のところでは、東京大学の方で

原研等と一緒になって、原子力専門大学院構想というのを打ち出しておりますので、ぜひこ

れは民間においてもご協力頂いて、そこでも現場の第一線に役立つエンジニアを育てようと

いうのも一つの目標になっていますから、これはぜひ一緒にご協力を頂きたいというふうに

思っているわけであります。 

 五番目に、３ページ目にまいりますが、これも厄介な話で、本当にどこまでやればいいの

かとあるんですが、例のテロ対策、これは９．１１以降、原子力発電所の方で相当警察、あ

るいは関連のところがいろいろとやっていると思いますが、それ以上に何か今ご要望がある

のか、あるいはどうすればいいかというのは具体的なお考えがあるのかどうか。 

 最後に、原子力委員会のビジョン、今後の取り組みに対するビジョンでございますが、要

するにこのビジョンという言葉と今までの長計という言葉に違いがあるのかどうか、特に私

ども長計をつくるときに悩みますのは、民間のいろいろな計画を踏まえて、原子力の利用と

いうのをかくあるべきである、あってほしいというような話であるものの、別に民間に我々

は強制してこうしてもらわなくちゃ困るよということを言う権限はないわけですね。それを

もしやるとすると法令化しなければいけないということになるんですが、その辺のビジョン

と今までの長計という意味合いで何か違いを持っておられるかどうか、その辺のところもお

聞かせ頂きたいというふうに思ったわけです。ありがとうございました。 

（武藤部長）５つあったかと思いますが、まず最初の規制関係のところですけれども、これ

はおっしゃいますとおり、安全委員会、あるいは行政庁、規制当局と議論はこれまでもして

きておりますし、これからもしていきたいというふうに思います。 

 あとお願いすることがあるとしますと、さっきの３ページのところにも関係しますけれど

も、事業者として当然我々のやっていることについての説明責任を果たすということは当然

でありまして、これもこれまで以上に頑張っていくということですが、やはりプラントの安

全性ということをきちんと説明するときに、規制当局の方にもきちんと説明をして頂くとい

うことが同じように、あるいはそれ以上に重要なわけでして、両方でもってこの原子力とい

うものは成り立っていくということなんだろうというふうに思います。 
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 それで、例えば斎藤先生がおっしゃいました原研さんでいろいろやってこられたような安

全研究なんかもこれまでたくさんあると思うんですけれども、ぜひそういう成果につきまし

ても、積極的に社会に発信をして頂いて、安全なものは安全だと言って頂くということが重

要ではないか。 

 中立性ということをおっしゃいましたけれども、これは決して事業者と同じことを言うと

いうことではないんですけれども、若干中立というのは曖昧な概念かなというふうに私は思

っておりまして、独立ということかと思うんですけれども、技術の話ですから、何か中立と

いうのは係争関係にあるものの真ん中というのであれば中立ということなんだろうと思うん

ですけれども、技術の話であれば事業者が言っていることが正しければ、事業者と同じこと

を言うこともあるだろうし、あるいはそうじゃなければ違うことを言うこともあるというこ

とであって、研究開発を安全研究なんかをやっていただいた中身についてきちんといずれに

しても説明をしていただくということも重要かなという気がいたします。 

 それから、具体的に何が心配かということでございますけれども、例えば再処理で言えば

さっきも申し上げましたが、プルトニウムを扱っていくということになるわけで、どういう

トラブルが出るかにもよりますけれども、例えばプルトニウムを扱えるようなラボがどこか

にないと、いろいろな試験もできないわけでして、そういったようなものは国の研究開発機

関にお願いをせざるを得ないのか、あるいは直接六ヶ所でもＪＮＣさんから技術を入れてい

るもの、例えばガラス固化炉みたいなものを加えまして、こういったようなものについても

引き続き親元といいますか、技術を開発されたところできちんと基盤を押さえて頂くという

ことが重要ではないかという気が致します。 

 それから、ＦＢＲシステムですけれども、これにつきましては電気事業者も参加させて頂

いて、ＪＮＣさんで実用化戦略調査研究というのを今やって頂いているわけでございまして、

その中で今お話のあったような時間軸も含めて、どういうやり方をやればいいのかというこ

とが議論されていくのかなというふうに思っております。我々としては、これは前から申し

上げていることですけれども、実際に事業として入れていくということであれば、もちろん

安全性というのがあるわけですが、加えて経済的であるということが重要だと思いますので、

そういうものをぜひつくっていただければというふうに思っております。 

 それから、ビジョン、長計のところでございますけれども、これも気持ちとしては長計、

計画というものがどういう意味合いを持つのか、むしろ先ほどの戦略的意図といったような

ことと関係するとすれば、計画というよりはむしろビジョンというようなものにより近いの

かなという気もする一方で、計画ということでそれをうまく使ってきたという経緯もあって、

なかなか一言で言うのは難しいかなという気がいたしますが、民間から見たときには、ビジ

ョンを示して頂くということは重要かなという気がいたします。 
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（兒島副会長）若干加えるならば、その上の行の「しかし、最終的には専門家が責任とリー

ダーシップを持って判断すべきではないか」という部分と絡み合わせながら、今の合意の形

成のプロセスの中で、原子力委員会の皆さんが大変ご努力を頂いているプロセスがまさにそ

うだと思うのでありますが、一つの原子力委員会としてのビジョンをお持ちなんだろうなと、

それを対話の中で理解と合意を得ながら集約をしていくわけでありますが、そういうものが

さらに長計という形でもってまとめ上がるわけでありまして、ビジョンと長計がぴったり一

致というものでもないかもしれない。そこに原子力委員会としてのお悩みとご苦労とプロセ

スがあるのかなと思いながら、ビジョンはきちっとできるだけ納得いく感じで落とし込んで

頂ければよろしいかなというご期待を持ってこの言葉があるわけであります。よろしくお願

い申し上げたい。 

 それから、テロの問題は、先般も国民保護法でしたか、日本海側で何かあったときに、原

子力発電所を即とめるというのがございました。しかし、とめればいいんじゃないよと、そ

の場でこんな言葉で言っているわけじゃないですが、申し上げたのでありまして、一気にと

めればかえって逆に都市部がパニックに陥るという、供給サイドと需要サイドを見比べつつ、

また系統の安定を見ながら、どのように国家レベルにおいて統一ある整合性のとれた所作が

とれるかということになるんだと思うのであります。原子力発電所は何か兆候が出たらすぐ

とめればいいんだというのは、極めて危険な発想であって、とめればかえってパニックじゃ

ないですかということもある。その辺の兼ね合いを国家的レベルでどう統制をとっていくか

ということが非常に大事な要素ではなかろうかと、こういう感じをいたしております。 

（武藤部長）技術移転については、これまでの単純なバトンタッチ方式というのは限界とい

うことに尽きるかなという気が一つですね。技術というものは、最後は人に張りついている

ものという側面があると思いますので、ここまでやったら後はあなたやってくださいという

ような単純なものでもないような気がいたしますので、そこはオーバーラップしながらお互

いに助け合ってやっていくといったようなことが重要だという気が致します。そんな気持ち

でございます。 

（近藤委員長）いろいろご経験を踏まえて、一口では言えないさまざまな経験を踏まえて、

そうおっしゃりたいということですね。 

（木元委員）３ページ『最後に』にある、『専門家』の部分だけちょっと確認させて頂きた

いんですけれども、この専門家というのはどういう人をイメージしているのですか。 

（兒島副会長）今、僕は原子力委員会の皆さんも専門家の皆さんと申し上げましたけれども、

それ以外にも原子力のご理解を得ながらおられている先生方はたくさんおられまして、この

方々も大変重要な役割を果たして頂いていると思っております。その方々と市民との間がで

きるだけ狭まって、お互いに理解できる状態になることが必要だろうと、こういう感じであ
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ります。 

（木元委員）原子力を推進している立場の人。 

（兒島副会長）そうですね。僕らとしては、推進している立場の人、反対の人も要するに専

門家という、その道の専門家ですか。 

（木元委員）ですから、専門家と一くくりにするとちょっと難しいだろうと。 

（兒島副会長）そうですね。そこはよく心に刻んで帰りたいと思います。 

（前田委員）お聞きしたかったことは、今先ほど来の議論で大体答えをお聞きしたような感

じですが、これから原子力長計に取り組もうとしていまして、今の２０００年長計のときに

従来の長計と書き方を変えて、大分変わって、理念とか官民分担とか、そういったことが主

体になって、具体的に何年までに何基つくりますとかというのは消えていったわけですけれ

ども、そういう観点からすると、さっき武藤さんがおっしゃったのはビジョンですねという

と２０００年長計のようなスタイルがいいというふうに考えておられるのかという確認が一

つ。 

 それから、また専門家の話になっちゃうんだけれども、これからある程度の期間をかけて

長計をずっと議論していくわけですが、議論のやり方の中で最後は専門家が責任とリーダー

シップを持ってとおっしゃるんだけれども、そこが長計を決めるときの決め方、意思決定へ

の参加の仕方等についていろいろご意見があるわけなので、ちょっと最後は専門家がリーダ

ーシップをとってと言われて、そのとおりすっと受け入れられるかどうかというのが僕はや

や気になるところなんですが、それについては何か追加で解明があったら頂きたいというの

が長計のつくり方に関しての質問です。 

 それから、１ページ目に自由化の中でも電力は公益的な責任を自覚しながら取り組んでい

くという力強いお話があったんですけれども、一番下のところで、原子力が競合可能となる

ような他のエネルギーとのイコールフッティングということが書かれてあるんですが、具体

的にイコールフッティングするためのどういう条件が必要なのか。例えば、炭素税というよ

うなことをお考えなのか、あるいは今議論されているバックエンドに対するいろいろな措置

なのか、またもっとほかにどのようなことをお考えなのか、その辺をちょっとお聞きしたい

と思います。 

 それから、この間からご意見を聴く会でいろいろな方が主張されている、批判的な方々が

主張されているのは、六ヶ所工場は当面動かすのは凍結しろというようなご意見があるわけ

ですが、私は先々週、六ヶ所へ行って再処理工場を見せて頂いてきまして、本当に立派にで

き上がって、いよいよウラン試験に入ろうかというところ、今日国の最終的な検討会がある

と聞いていますけれども、私としてはぜひともウラン試験からアクティブ、そして運開とい

うふうにきちんとステップを踏んで持っていって頂きたいと思っているんですが、その六ヶ
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所を実際に運転開始するための電力事業者から見て必要な条件、例えばこういうことがクリ

アにならないと、というような条件があるのかどうか、そうではなくても電力としてはとに

かくきちんとやるべきこと、安全対策をきちんととって、ちゃんとこれは運転しますという

ことなのか、ちょっとその辺何かあればお聞きしたいと思います。 

（兒島副会長）今、おかげさまでプールの問題とか、その他本体の方での品質保証のものが

今日で願わくば合格通知が頂ける状態になっていてほしいと思いますけれども、その次に出

てまいりますのが私どもは非常に大きく頭に描いているのは、相場感という言葉。我々サイ

ドの中で言っているのでありますが、運転をしていくときに幾つかのトラブルが出てくるだ

ろうと思います。それはどういう性質のものであって、従来のパターンでいきますと全部と

めてしまえと、こういうような形になるので、それではなかなかやっていけないのでありま

す。こういう類のトラブルというのは確かにあって、今回発見できたからこのように直すん

ですということや今後の対応策も勿論全部お知らせしながらいけば、運転をとめることなし

でいけるのではないか。そういうスタンダードをつくることが必要だと考えております。今

僕の方ではＣＯＧＥＭＡのＵＰ２、ＵＰ３を立ち上げてくるときに、たくさんの万単位ぐら

いでやった細かいデータを全部頂いており、またＢＮＦＬのトラブルデータも全部頂いてお

ります。それから、東海村でのデータも頂いております。これらを合体しながら、村当局、

県当局そして国当局とどのようにやっていけばいいのか、ちょっと具体的にはまだ手続を決

めてありませんが、そういうようなものでそれが標準値としてでき上がることが必須要件で

しょう。これをメディアの方々にも十分にご理解頂く所作が必要であって、その領域に達し

ないでスタートはなかなか難しい。しかし、それを達成して次のアクティブ試験に移りたい、

この１年間がその作業のときかというふうに僕らサイドでは非常に思っています。 

 もちろん運転員とか社員の安全と運転スキルの向上等については、今までも訓練してきま

したけれども、ここでもう一度一段とグレードアップして対応するのは当然でありますから、

今私もそこが一番大事な要素かなというふうに思っています。 

（武藤部長）それで、その前の具体的な措置との関連で、今のようなこと、それからお話が

ありましたような経済的措置の話もあります。また、イコールフッティングという言葉につ

いては、ほかのエネルギー源と比べたときの原子力の持っている特殊性というのがあると思

うんですね。特に市場の中でそういうものを評価していくという方向になっていくときに、

解決しなければならないものがあるわけで、一つはまさにバックエンドのように非常に時間

がかかるもの、そういうものについてどうやってマーケットの中でそれを吸収していくか、

今回のこの経済的措置というのがその一つの方向だろうと思いますけれども、そういったよ

うな措置をとる。あるいはもうちょっと根っこのところからいけば、きちんと時間のかかる

ことですから、安定した政策を持って頂くということもあるでしょうし、それからさっきか
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ら話が出ている研究開発ということもあると思いますし、競合ということを言うのであれば、

競合というのは非常に時間軸の短い話だと思いますので、そこで競合ができるように、時間

軸の長い原子力を支えるような仕組みというのが必要なのではないかというような趣旨でご

ざいます。そういう意味で、六ヶ所につきましてもそういうものがセットになって動かして

いくということだと思います。 

 それから、あと具体的な合意のところでございますけれども、これは非常に難しい話です

けれども、何かこれをやればいいというものは一つだけということではないと思いますが、

いろいろ言われていることですけれども、広聴広報というか、議論をするというか、そうい

うことに尽きるのかなという気がいたしますが、対話をしていく中でいろいろ意見を言って

頂き、また意見を良いというところで最後まとめていくということではないかという気がい

たします。 

 それから、一番最初におっしゃいましたスタイルにつきましては、これは全体をどう位置

づけるかということだと思うんですけれども、ビジョンが必要なことは事実だと思います。

ただ、総論だけですべて済むかどうかと、これはちょっとありますけれども、基本的にはビ

ジョンは示していただくものだと。あと何か書くものについては、ある前提のもとでいろい

ろ議論をするということだと思うんですが、前回も大分議論がありましたけれども、前回の

ような方向というのは一つの考え方ではないかという気が私はいたします。 

（町委員）一つ大事だと思うんですが、３ページの外部性評価、これはここに政策決定上重

要な役割と書いてあって、全くそのとおりだと思うんですが、定量的評価が今後課題となっ

ています。これは実は原子力委員会も勉強はやっているわけですが、何か電気事業者の方で

も独自にこの評価をおやりになるような計画というか、考えはございますか。 

（武藤部長）勉強はかねがねいろいろやってはいますけれども、必ずしも決まった手法とい

うのがあるわけでもなくて、なかなか数値になりにくいものが外部性でございまして、数値

にするといってもある前提を置いてということになるので、なかなか難しいところではあり

ます。しかし、原子力といいますか、先ほどの長期性といったようなこととも関連しますけ

れども、政策で何か判断をするというのは、マーケットで判断するというのは答えが価格で

はっきり出てしまうわけで、それは政策も何もないわけですけれども、政策で決めるという

ものはそういうものだけでは判断できない部分があるから政策があるわけでして、そこの部

分を専門家がこれまで判断をしてきたということだと思うんですけれども、その専門家の判

断というものを幾らかでも定量化するということがあるとすれば、こういったような手法も

あるのではないかということで、合意をつくっていく上での一つの手法としても意味合いが

あるのかなということで、ここに頭を出させていただいたということです。 

（町委員）さっきのイコールフッティングなんかもこういうことと関係があるんだろうと思
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うんですね。それで、国民の方々に話かけるときも外部性について完全に定量化はできない

と思いますが、できるだけわかりやすい形でお話しをするということが非常に必要だと思う

んですね。 

（兒島副会長）金額にあらわすことができるかどうか知りませんけれども、僕らが説明する

ときに、もし原子力発電所がなかりせば炭酸ガスがこれだけ要するに出たというようなこと

は数値的にあらわせるものですから、それは当然説明に使うわけでありますが、金額を幾ら

にするかというのは、ちょっとなかなか難しいところかと思います。しかし、ここの観点が

これからの原子力の存在にはどうしても必要なんだろうというふうに思います。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

 大体時間がまいりましたが、今日は電気事業連合会の兒島さんから、原子力長計に期待す

ることと題しまして、一つは非常に激しく変化しつつある経営環境を踏まえて、エネルギー

政策における原子力の位置づけとそれを踏まえたさまざまな政策的対応についての希望をお

聞かせ頂いたかなと。 

 それから、２つ目は安全規制に関して、非常に荒っぽい言い方をすれば国際相場の規制を

我が国も実現すべきということで、個別具体的に発電とサイクルと処分等についてのご要望

が述べられたと。これについては齋藤委員からのご質問にもありましたように、これは希望

を実現するための仕組みの整備の問題が多分ある。そのエッセンスは規制者と被規制者が対

等な対話を続けるということなんですが、対話というのもお互いに尊敬し合う中でなければ

ならない、あるいは専門的能力があればこその対話が成立するという要件的な面の整備の問

題が実はあるのかなというふうに思っております。これについては国の方についても考える

べきところがあるでしょうけれども、事業者におかれても具体的なその仕組み、新しい時代

における対話の主体を明らかにしていくことも重要なのかなというのが最近思っていること

でありましたので、ついでに申し上げます。 

 それから、３つ目として国の研究開発のあり方についてご注文を頂いたというふうに理解

をしておりますが、これも最初の問題意識にありますように、それぞれがスリム化する中で、

のりしろがなくなるということでありましたが、これについてはこれも齋藤委員からのご質

問に対しての問題点はクリアになったわけでありますけれども、さてこれについてどういう

ふうにすべきかということについては、ある意味ではすこぶる我が国の科学技術政策そのも

のと言ってもいいわけかなというふうにも思っておりまして、原子力委員会でもそういう意

味の基盤的な技術開発というものを時の評価で簡単には消えないようにするということが重

要じゃないのかなというふうにも思って議論しているところでありますので、そういうとこ

ろの議論に反映させていただければと思っているところであります。 

 それから、人材養成の重要性は申し上げるまでもないところ、もう一つ非常に大きな問題
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として、国民との相互理解の問題について幾つかご提言があり、なかなか難しい日本語が書

かれていて、その真意を理解するのに時間がかかりましたけれども、大変思いがこもった短

い文章であることが理解できました。 

 それから、テロ等の問題もこれもやや生に書いているわけですが、お心持ちはそういう意

味の正しい理解のもとに、正しい対策がとられるということが重要だということをおっしゃ

っておられて、これは原子力安全委員会がコミットされているのか、原子力委員会が不勉強

で、あるいはリサーチしてなかったのが悪いのか、世の中のディスカッションが進む中で

我々が責任を果たしてないことを暗にご指摘されたのかなと、ヒヤッとしつつ伺っていたわ

けですが、これについては当然のことながら非常に重要な問題であるという問題意識を持っ

て臨みたいと思います。 

 それから最後に、最終的には専門家が決めろというところ、皆さん大分引っかかったわけ

ですが、やや誤解というか、私は、原子力安全委員会は専門家の集まりというニュアンスが

若干強くあると思いますが、原子力委員会は専門家の集まりということでは必ずしもない、

ある意味では専門家なんですけれども、だけれどもいわゆる原子力の専門家の集まりという

のは多分誤解だろうと思うんですが、齋藤委員はしばしば原研のことをいろいろおっしゃる

けれども、それは多分もうすぐに風化してしまうべきでありまして、我々はそういう意味で

はなくて、専らよく脳みそを使って考えるという意味の仕事を総理大臣から仰せつかって、

国会の同意を得てここに座っているという、そういう認識でございますので、「原子力委員

会が」と書いていただければ大変ありがたいなというふうに思います。 

 以上が感想でございます。 

 それでは、時間になりましたので、今日はそういう意味で大変示唆に富むご提言を頂き、

ディスカッションをさせて頂いたことをまことにありがたく感謝申し上げます。 

 それでは、本日はこれで終わります。どうもありがとうございました。 

 

【閉会】 

○事務局より、本日の議事録を作成し先生にご確認の上、公開する旨説明があった。 

○事務局より、次回の会合を４月１４日の午前中から、場所は同じこの会議室で、エネルギ

ー経済研究所の内藤理事長にお越しいただく旨説明があった。 

 

以上 

 


